
餓
躍
山
ハ
撫
惣
　
　
　
研
　
　
究
　
　
　
版
餓
㈱
塞
丁
瀞
…
始
崩
木
の
研
…
究
（
上
）

第
一
號

三
〇
　
（
三
〇
）

版
籍
奉
選
始
末
の
研
究

（
上
）

澤

田

章

　
　
　
　
↓
序
　
　
雷

　
　
　
　
く

　
版
籍
ご
は
版
圖
戸
籍
の
義
に
し
て
、
版
籍
奉
還
こ
い
へ

ば
帥
ち
諸
藩
所
領
の
土
地
人
民
を
朝
廷
に
奉
還
す
る
意
で

あ
る
Q
朋
治
二
年
版
籍
奉
還
の
出
行
せ
ら
れ
た
の
は
薩
長

土
肥
四
藩
の
客
先
上
表
に
基
く
こ
ご
は
何
人
も
周
知
の
事

柄
で
あ
る
。
黒
し
な
が
ら
之
を
以
て
直
に
四
藩
の
カ
の
み

に
蹄
す
る
こ
ご
は
出
訴
澱
。
版
籍
奉
還
こ
か
、
磨
藩
鐙
縣

ご
か
云
へ
る
が
如
き
大
問
題
は
僅
々
三
四
藩
の
カ
の
み
に

よ
っ
て
漸
行
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
〇
一
言
に
し
て
い

は
い
群
論
礎
革
の
大
勢
に
俘
ふ
自
然
の
結
果
に
平
な
ら
ぬ

既
に
將
軍
徳
川
慶
喜
が
政
灌
を
奉
還
せ
る
上
は
、
版
籍
奉

還
ご
な
り
、
塵
藩
概
縣
こ
な
る
は
當
然
蹄
着
す
べ
き
順
序

で
あ
る
。
晒
兀
も
晦
田
然
蹄
着
す
べ
き
順
序
ご
は
い
へ
、
兎
に

角
各
藩
諸
侯
が
殆
ん
ざ
三
百
年
に
近
き
間
、
深
厚
な
る
情

誼
を
有
す
る
土
地
人
民
を
一
朝
に
し
て
奉
還
す
る
こ
ご
は

實
に
容
易
の
事
で
な
い
。
随
っ
て
其
間
幾
多
の
紆
除
曲
折

を
経
て
始
め
て
實
現
せ
ら
れ
だ
の
で
あ
る
。
乃
ち
版
籍
奉

還
始
末
は
こ
の
間
の
史
實
を
石
臼
な
ら
し
む
る
蹴
に
存
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
◎

　
從
來
版
籍
奉
還
始
末
に
就
き
て
は
、
或
は
刊
本
に
、
或



は
新
聞
雑
誌
に
之
を
公
表
せ
ら
れ
た
も
の
は
早
く
な
い
が

多
く
は
古
老
の
實
属
望
等
に
基
き
て
記
述
し
だ
に
過
ぎ
な

い
こ
ご
を
甚
だ
遺
憾
ε
せ
ざ
る
を
得
ぬ
Q
一
越
貿
歴
談
な

る
も
の
が
幾
何
の
信
慷
を
麗
く
に
足
る
か
は
徐
程
考
量
す

べ
き
問
題
で
あ
る
。
之
は
軍
に
こ
の
版
籍
奉
還
問
題
に
就

き
て
言
ふ
計
り
で
な
く
、
幕
末
維
新
の
歴
史
を
記
述
し
た

も
の
に
殊
に
其
類
例
を
多
く
見
受
く
る
機
で
あ
る
。
今
假

り
に
此
等
の
誤
〃
ら
れ
た
る
記
述
の
儘
に
…
幾
百
星
霜
を
経
過

し
た
こ
し
た
な
ら
ば
如
何
で
あ
ら
う
。
或
は
後
人
は
之
を

以
て
眞
の
吏
實
こ
し
て
信
ず
る
外
な
い
の
で
は
な
か
ら
う

か
○
期
く
の
如
き
事
例
は
古
き
歴
更
に
徴
し
て
も
、
之
を

稀
有
の
事
こ
し
て
排
し
去
る
こ
ご
は
出
塁
な
か
ら
う
ε
思

ふ
。
乃
ち
本
論
を
草
す
る
所
以
も
此
等
の
誤
傳
誤
解
を
指

摘
し
て
、
版
籍
奉
還
始
末
の
鼠
ハ
相
を
閲
明
せ
ん
ご
欲
す
る

微
意
に
外
な
ら
ぬ
Q
．

　
　
　
　
畿
　
版
籍
蓼
蓮
は
大
勢
の
翼
壁

　
億
、
版
籍
奉
還
が
証
會
鍵
革
の
大
勢
に
伸
ふ
霞
然
の
結

　
　
　
第
六
谷
　
　
研
　
突
　
　
版
繕
牽
遜
始
末
の
研
究
（
上
）

果
で
あ
る
事
は
叢
に
之
を
詳
論
す
る
は
其
掻
的
で
な
い
が

先
づ
順
序
ビ
し
て
其
概
略
を
述
べ
て
暴
き
た
い
ビ
思
ふ
Q

乃
ち
慶
慮
三
年
十
月
驚
軍
徳
川
慶
毒
が
政
樺
を
奉
還
せ
る

こ
ご
は
、
移
れ
頓
が
て
版
籍
奉
還
問
題
の
逸
る
所
以
で
あ

っ
て
、
難
事
の
隈
笹
奉
還
は
軍
に
名
分
上
の
事
に
過
ぎ
ぬ

そ
の
大
政
を
総
製
す
る
所
の
實
質
は
之
に
俘
っ
て
居
る
わ

け
で
な
い
。
土
地
人
民
の
歪
力
は
依
然
ご
し
て
、
之
を
領

有
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
事
實
上
王
政
維
新
の
實
を
潔

ぐ
る
こ
ご
は
出
來
ぬ
。
幕
府
の
所
領
は
勿
論
、
諸
藩
の
封

土
を
も
悉
く
之
を
露
分
し
な
け
れ
ば
、
完
全
に
薄
墨
統
一

の
政
治
を
総
掩
す
る
こ
ご
の
出
來
ぬ
の
は
識
者
蓼
挨
た
す

し
て
開
自
な
る
事
柄
で
あ
る
。
是
に
於
て
か
同
年
十
二
月

九
爲
の
大
更
革
こ
な
り
、
王
政
復
古
の
大
宰
倉
を
換
獲
せ

ら
る
、
ご
共
に
、
華
華
の
問
題
ご
し
て
前
駆
軍
に
僻
官
納

地
を
追
る
こ
ざ
、
な
つ
π
の
で
あ
る
。
去
う
な
が
ら
此
問

題
た
る
や
、
徳
川
氏
に
と
っ
て
は
、
實
に
容
易
な
ら
ぬ
難

問
題
で
あ
っ
て
、
其
内
情
を
察
す
れ
ば
大
に
岡
情
す
べ
き

彰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
號
　
　
　
三
一
　
（
三
一
）



　
　
　
餓
揮
ゐ
ハ
谷
　
　
　
研
　

究
　
　
　
か
腿
籍
纂
㎞
巡
始
宋
の
研
究
（
上
）

黙
も
少
く
な
い
。
又
濁
り
徳
川
氏
の
み
な
ら
す
、
延
い
て

は
諸
藩
も
同
一
な
る
運
命
に
逢
着
す
べ
き
は
資
明
の
理
で

あ
る
。
煎
ふ
る
に
、
．
驚
喜
薩
長
言
書
を
中
心
ε
す
る
討
幕

論
ε
、
土
弄
を
中
心
こ
せ
る
公
議
論
、
會
桑
二
藩
を
中
心

こ
せ
る
討
至
論
ご
が
虚
字
ご
入
織
れ
て
戚
構
上
の
衝
突
拝

格
を
免
れ
な
か
っ
た
の
は
盆
此
問
題
を
し
て
紛
糾
に
紛
糾

を
重
ね
し
め
た
所
以
で
あ
っ
て
、
漸
く
そ
の
解
決
の
曙
光

を
見
る
に
至
ら
ん
こ
し
つ
、
あ
る
際
、
俄
然
伏
見
鳥
朋
の

砲
聾
を
聞
く
の
已
む
な
き
に
至
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　
當
時
こ
の
僻
官
論
点
問
題
の
紛
糾
た
る
間
に
立
ち
て
、

之
が
救
解
に
努
め
た
る
土
藩
主
山
内
容
忍
は
朝
廷
廟
堂
の

威
澄
た
る
偏
に
幕
府
ご
會
桑
二
五
を
漱
写
す
る
の
意
に
幽

で
、
更
始
一
新
の
本
旨
に
戻
る
も
の
あ
る
を
憂
ひ
、
十
二

月
ナ
ニ
縫
、
帥
ち
前
野
軍
下
阪
の
當
獄
朝
廷
へ
建
議
し
た

こ
ご
が
あ
る
が
、
其
文
中
徳
川
内
府
政
樺
を
還
し
奉
り
、

懸
軍
職
制
僻
の
上
は
欝
下
等
を
下
り
政
府
御
入
費
を
差
上

ぐ
る
は
勿
論
、
諸
侯
ご
も
之
に
微
ふ
べ
き
筈
な
れ
ざ
も
、

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　

三
二
（
一
一
三
）

急
激
之
を
寄
す
は
徒
ら
に
暴
動
を
促
す
の
み
緩
急
酎
酌
は

越
前
宰
相
の
取
扱
に
一
任
し
、
第
一
議
事
公
季
の
騰
に
よ

ら
ん
こ
ε
肝
要
な
り
ご
の
意
を
陳
べ
、
叉
同
月
二
十
三
H

尾
藩
圭
徳
川
慶
勝
が
朝
廷
へ
建
議
せ
る
文
中
、
徳
川
・
内
府

を
始
め
、
諸
侯
一
般
獲
ら
す
顧
土
を
返
上
し
、
義
子
卒
濱

悉
く
皆
王
土
の
騰
裁
ご
な
り
た
る
上
、
新
に
朝
廷
よ
り
新

地
を
割
き
て
封
彊
を
定
め
ら
る
れ
ば
皇
化
一
新
の
境
も
鋼

然
ε
相
立
つ
べ
き
御
南
分
な
り
。
さ
れ
ご
此
面
は
皇
國
永

世
の
制
度
に
屡
せ
ば
、
卸
今
急
激
の
御
取
計
は
如
何
あ
る

べ
き
か
ご
の
意
を
述
べ
た
る
が
如
き
、
幕
府
に
同
情
深
き

位
置
に
あ
っ
た
爾
藩
こ
い
へ
ざ
も
、
早
晩
版
籍
奉
還
の
已

む
な
き
こ
ご
は
十
舜
之
を
看
取
し
て
居
だ
こ
ビ
は
推
す
る

に
難
か
ら
ざ
る
所
で
あ
る
。
殊
に
こ
の
二
十
三
矯
小
御
所

に
於
け
る
無
職
曾
議
の
席
上
、
版
籍
奉
還
論
の
出
だ
こ
ご

は
「
春
機
私
記
」
に
も
記
す
る
所
で
あ
っ
て
、
幕
府
の
門
地

問
題
は
頓
が
て
諸
藩
の
領
土
返
上
に
蹄
着
す
べ
き
は
大
勢

避．

ｭ
べ
か
ら
ざ
る
事
柄
で
あ
る
Q
叉
聞
く
所
に
よ
れ
ば
、



當
時
幕
臣
で
あ
っ
た
前
島
密
は
前
芸
軍
慶
喜
に
建
議
し
て

政
権
を
奉
還
せ
ら
れ
た
る
以
上
は
卑
官
鶏
群
は
當
然
の
事

で
あ
っ
て
、
少
く
こ
も
領
土
の
三
分
の
二
を
奉
還
せ
ら
る

、
が
至
當
で
あ
る
ビ
云
ふ
意
を
陳
べ
た
こ
い
ふ
事
で
あ

る
。

　
要
す
る
に
、
こ
の
納
地
問
題
た
る
や
、
緩
急
何
れ
か
其

一
を
選
ぶ
べ
き
黙
…
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
慕
．
府
側
の
立

場
ε
し
て
は
、
出
馬
得
る
だ
け
寛
大
の
富
麗
を
欲
し
、
此

際
公
議
輿
論
に
訴
へ
て
事
を
決
し
、
政
務
の
用
途
は
幕
府

を
始
め
、
列
藩
諸
侯
の
高
割
を
以
て
之
を
負
携
す
る
こ
ご

、
し
、
急
激
幕
府
に
領
土
返
上
を
迫
る
は
除
り
に
酷
な
り

ご
の
意
見
で
あ
っ
た
。
然
る
に
朝
廷
に
獲
て
は
岩
倉
具
親

大
久
保
利
通
等
飽
迄
も
強
硬
な
る
意
見
を
持
し
、
既
に
將

軍
に
し
て
政
纏
を
奉
還
せ
る
以
上
は
其
領
土
を
も
返
上
せ

ざ
れ
ば
名
単
相
俘
は
ざ
る
の
み
な
ら
す
、
其
至
誠
朝
廷
に

貫
徹
し
難
し
ご
な
し
、
蓋
徳
川
翅
翼
從
の
激
昂
を
買
ひ
、

最
後
の
手
段
ε
し
て
は
、
兵
力
に
訴
へ
て
も
断
然
懲
幕
府

　
　
　
餓
剛
山
ハ
報
聯
　
　
研
　
　
究
　
　
　
解
同
…
奉
藻
磁
仙
期
末
の
研
究
（
上
）

の
勢
力
を
薄
墨
よ
り
破
壊
し
去
る
考
へ
で
あ
っ
た
。
斯
く

て
朝
樺
の
振
張
を
中
外
に
示
す
ご
共
に
新
政
の
實
を
繋
ぐ

る
が
主
眼
で
あ
っ
た
ら
う
ε
思
ふ
。

　
是
よ
り
先
、
徳
川
慶
喜
の
立
言
奉
還
の
器
量
、
薩
長
二

藩
に
討
幕
の
密
勅
が
下
つ
だ
の
で
あ
る
が
、
當
時
在
京
の

薩
藩
士
西
郷
隆
盛
、
大
久
保
利
通
、
小
松
帯
刀
、
長
藩
士

廣
澤
眞
臣
、
品
川
男
呼
郎
等
は
こ
の
密
勅
を
奉
持
し
て
各

蹄
記
し
、
出
兵
の
準
備
を
な
す
こ
ざ
、
な
っ
た
。
傍
っ
て

諸
藩
に
於
て
は
是
歳
十
月
二
十
九
日
に
至
り
、
島
津
茂
久

馳
自
か
ら
兵
を
峯
み
て
上
京
す
る
に
一
決
し
た
の
で
あ
る

一
魏是

時
に
當
っ
て
、
寺
島
上
盤
は
窃
に
藩
主
に
建
議
し
て
版

籍
奉
還
の
急
務
な
る
所
以
を
説
い
て
居
る
。
寺
島
は
襲
に

文
久
三
年
五
代
才
筆
等
ご
共
に
故
あ
っ
て
…
英
國
に
…
滞
留
も

一
旦
蹄
塾
せ
る
後
、
更
に
黒
垂
元
年
英
國
に
留
記
し
た
人

で
、
ヒ
の
爾
度
の
渡
航
に
曾
て
、
泰
西
の
文
物
を
親
し
く

見
聞
し
、
夙
に
封
建
制
度
塵
藻
の
持
論
を
有
し
て
居
っ
た

こ
ビ
は
其
手
記
に
明
か
で
あ
る
。
乃
ち
右
の
建
議
に
於
て

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
三
　
（
三
三
）



　
　
　
俄
が
山
ハ
巻
　
　
　
研
一
　
究
　
　
　
一
臓
舗
結
奉
悪
始
｛
木
の
研
一
究
（
上
）

も
微
臣
宗
則
爾
度
西
洋
に
渡
航
し
、
野
地
の
文
物
を
見
聞

す
る
毎
に
皇
國
に
免
す
る
こ
ご
を
漫
録
し
置
き
た
る
も
の

を
箆
底
よ
り
取
田
し
愚
見
を
呈
す
る
旨
を
胃
聡
し
、
畢
寛

政
権
の
武
門
に
移
れ
る
は
封
建
制
度
に
あ
れ
ば
、
総
べ
て

封
建
諸
侯
を
曝
せ
ば
興
に
王
滋
を
立
つ
る
を
得
べ
し
、
赦

に
動
王
を
唱
へ
、
朝
廷
に
無
二
の
忠
節
を
壷
さ
ん
に
は
其

封
土
ざ
其
古
人
ε
を
朝
廷
に
奉
置
す
べ
き
で
あ
る
。
去
り

な
が
ら
公
明
正
大
な
る
事
も
急
に
は
行
は
れ
難
き
事
情
存

す
る
も
の
な
れ
ば
．
此
際
我
藩
よ
b
卒
弄
し
て
、
先
づ
領

圖
の
何
分
の
一
を
朝
廷
へ
奉
還
し
．
然
る
上
に
で
幕
府
紅

蓮
藩
諸
侯
の
領
土
も
右
の
劉
合
に
て
奉
還
す
察
き
や
う
御

盤
力
あ
る
べ
し
、
又
畿
内
並
邊
睡
の
警
報
に
當
た
れ
る
軍

艦
兵
卒
の
諸
曲
芸
の
如
き
も
、
從
來
幕
府
及
諸
侯
よ
り
支
出

せ
る
も
の
は
、
今
後
悉
く
朝
廷
よ
り
支
辮
し
、
す
べ
て
文

武
官
共
に
封
地
に
よ
り
て
轍
を
給
す
る
こ
ε
を
展
し
、
朝

廷
よ
り
扶
持
を
賜
は
る
を
可
ε
す
。
其
他
諸
侯
述
職
之
事

塩
鱒
直
海
難
取
締
望
事
、
天
領
司
農
等
の
事
に
至
る
迄
、

箪
…
號

三
四
　
（
三
四
）

恐
れ
な
が
ら
私
心
を
棄
て
＼
奏
聞
せ
ら
る
れ
ば
、
則
ち
我

が
蟻
差
の
意
見
を
天
下
に
籏
書
す
る
所
以
で
あ
っ
て
誰
か

之
を
服
遷
せ
ざ
る
べ
き
、
然
る
に
依
然
た
る
本
の
將
軍
、

本
の
諸
侯
に
て
政
樺
の
み
を
朝
廷
に
奉
還
す
る
も
、
其
名

異
り
て
、
竺
ハ
實
之
に
律
は
す
、
遽
に
は
名
は
實
に
遮
ぎ
ら

る
、
に
至
る
は
明
臼
な
る
こ
ご
で
あ
る
ざ
い
ふ
趣
意
を
述

べ
て
居
る
。
こ
の
寺
島
の
建
議
に
就
き
て
は
大
久
保
等
も

預
り
聞
く
所
の
も
の
が
あ
っ
た
に
和
違
な
か
ら
う
ご
思
ふ

つ
江
藤
幽
白
」
上
巻
に
■
寺
島
ぱ
慶
朦
三
年
十
二
鐸
欝
朝

し
潔
圭
に
右
の
建
議
た
な
し
カ
り
ミ
ぜ
る
に
譲
、

　
斯
く
て
同
年
十
二
月
平
田
朝
廷
の
大
更
革
ご
な
b
、
納

地
問
題
が
紛
糾
を
重
ぬ
る
に
當
っ
て
、
大
久
保
は
容
易
に

王
政
一
新
の
實
を
繋
げ
難
き
を
嘆
ず
る
や
、
寺
島
は
之
に

甥
へ
て
、
政
灌
を
量
ハ
に
朝
廷
に
弾
め
ん
に
は
土
地
人
民
な

か
る
べ
か
ら
す
、
幕
府
は
勿
論
、
我
が
藩
の
如
き
も
宜
し

一
土
地
入
民
を
奉
還
す
べ
き
で
あ
る
。
然
る
時
は
他
藩
も

其
例
に
徹
ふ
べ
し
。
是
に
於
て
始
め
て
國
内
統
一
の
實
を

爆
ぐ
る
を
得
ん
ご
言
ひ
、
次
日
誌
に
此
趣
意
を
書
し
て
大



、

久
保
に
示
し
た
ご
云
ふ
事
で
あ
る
。

　
叉
仙
藁
藩
に
於
て
軍
制
改
革
の
任
に
當
っ
て
居
π
鼠
ハ
田

喜
軍
太
は
將
軍
の
耳
偏
奉
還
の
事
あ
る
に
及
び
、
屡
次
藩

王
に
建
議
し
て
其
上
京
を
拗
め
た
こ
ビ
が
あ
る
が
、
其
文

中
、
こ
の
無
機
を
失
せ
す
し
て
速
か
に
上
京
せ
ら
れ
、
眞

の
王
政
復
古
は
郡
縣
制
度
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
以
を
」

論
じ
て
土
地
人
民
を
奉
還
せ
ら
る
．
べ
し
、
翻
れ
三
百
諸
侯

の
未
だ
言
は
ざ
る
所
で
あ
っ
て
、
衆
に
盈
ち
て
之
を
建
議

す
れ
ば
天
下
の
議
論
を
慶
す
る
に
足
ら
ん
ご
云
ふ
趣
意
を

陳
べ
て
居
る
。
そ
の
建
議
の
月
日
は
詳
に
之
を
知
る
こ
ε

の
上
声
ぬ
の
は
柳
か
遺
憾
で
あ
る
が
、
「
挙
手
戊
辰
史
」
に

慶
福
三
年
十
月
十
一
日
墳
ご
頭
註
す
る
の
は
、
將
軍
の
政

権
奉
還
の
十
月
十
四
日
よ
）
も
以
前
の
事
に
な
も
か
ら
、

之
を
信
ず
る
二
ξ
は
出
來
ぬ
。
壁
兎
に
角
薩
藩
の
寺
島
ご
相

帯
後
し
て
版
籍
奉
還
論
の
考
量
に
数
ふ
べ
き
も
の
で
め
つ

て
、
大
勢
の
蹄
趣
す
る
所
、
當
に
東
西
其
軌
を
一
に
せ
る
も

の
ε
戯
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
尤
も
將
軍
の
政
灌
奉

　
　
　
第
山
ハ
総
｝
　
　
研
脚
　
究
　
　
　
版
鱗
帽
奉
廟
選
仙
鯛
末
“
の
研
究
（
上
）

s聯

還
以
前
に
於
て
も
、
既
に
郡
縣
統
一
論
を
唱
ふ
る
識
者
は

無
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
乃
ち
老
中
松
前
伊
豆
守
旧
廣
、

阿
部
豊
後
守
正
面
、
若
年
寄
酒
井
飛
騨
守
忠
既
、
勘
定
奉

行
小
栗
上
野
介
忠
順
等
は
爆
雷
論
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
政
罐
奉
還
前
の
郡
縣
糊
藩
論
は
特
軍
を
中
心
こ
し

て
全
國
を
統
一
せ
ん
こ
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
政
樺
奉
還
後

の
郡
縣
制
度
論
ε
は
自
か
ら
異
る
も
の
で
あ
る
。

　
爾
ほ
此
他
に
於
て
も
、
當
時
叡
覧
の
地
位
に
あ
っ
た
諸

外
國
・
人
間
に
は
版
籍
奉
還
が
驚
動
の
條
理
で
あ
る
こ
ご
を
「

認
め
て
居
だ
も
の
は
旨
く
な
か
つ
だ
や
う
で
あ
る
。
英
國

公
使
パ
ー
ク
ス
が
千
入
百
⊥
ハ
十
七
年
十
一
月
二
十
七
厨
郎
㎜

ち
我
が
慶
癒
三
年
壷
網
月
二
百
附
を
以
て
、
長
講
駐
在
の

垢
面
領
事
ア
ロ
ウ
エ
ー
に
賂
つ
た
書
翰
中
に
「
黍
和
的
手

段
に
よ
b
て
國
家
の
機
關
に
一
大
革
新
を
行
ふ
に
至
ら
ば

日
本
の
爲
ほ
賀
す
べ
き
こ
ε
な
る
べ
し
、
大
言
は
政
権
奉

還
に
よ
っ
て
誠
に
好
模
範
を
示
さ
れ
た
れ
ば
、
諸
大
名
も

亦
語
例
に
倣
ふ
こ
ざ
な
る
べ
し
、
吾
人
は
此
際
矯
本
当
國

　
　
　
　
　
　
　
第
　
γ
號
　
　
　
三
五
八
三
五
）



　
　
　
第
晶
ハ
　
巷
　
　
　
研
　
　
究
　
　
　
川
蝉
籍
牽
選
輌
翔
宋
の
げ
研
究
（
上
）

の
統
治
樫
を
保
有
し
、
諸
大
名
も
其
正
確
な
る
…
罹
力
を
譲

）
で
、
其
監
理
に
服
臆
す
べ
き
強
固
な
る
一
大
政
府
の
組

織
せ
ら
れ
ん
こ
ご
を
希
望
す
る
」
意
を
述
べ
て
居
る
。
偶
然

で
は
あ
る
が
、
こ
の
パ
ー
ク
ス
の
登
信
の
日
ご
寺
島
宗
劉

が
藩
主
に
建
議
し
た
日
ビ
同
日
で
あ
る
の
も
面
白
い
で
は

な
い
か
。

　
そ
れ
か
ら
時
日
は
之
よ
り
少
し
く
後
の
事
で
あ
る
が
、

米
人
ヴ
ァ
ン
ソ
ー
ド
が
、
千
入
百
六
十
入
年
五
月
帥
ち
慶

癒
四
年
四
月
横
指
新
報
藻
壷
草
に
新
政
膿
論
を
掲
載
し
た

中
に
、
　
「
今
日
認
本
島
中
二
百
入
十
二
の
大
名
、
各
そ
の

私
を
螢
む
能
は
ざ
る
を
恐
れ
て
互
に
相
忌
み
、
且
つ
政
府

の
力
好
講
下
肴
を
制
御
す
る
に
足
る
者
を
欲
せ
ざ
る
は
大

に
誤
て
b
、
凡
そ
永
世
治
安
を
欲
せ
ば
、
諸
大
各
は
其
領

地
兵
卒
銃
砲
城
郭
金
穀
軍
艦
等
に
閣
面
す
る
一
　
は
威
く

集
め
て
之
を
政
府
の
手
に
委
し
、
全
階
の
用
に
供
し
、
更

に
日
を
期
し
て
新
政
を
行
ふ
べ
し
、
田
本
の
内
鼠
を
治
む

る
の
蓮
之
を
棄
て
、
他
な
か
る
べ
し
」
ご
論
じ
て
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
願
解
　
一
　
雛
　
　
　
　
一
ご
山
脚
感
（
三
六
）

此
等
に
壕
っ
て
観
る
も
版
籍
奉
還
乃
至
は
磨
藩
翰
縣
が
魁

會
墾
田
の
大
勢
に
伴
ふ
自
然
の
結
果
で
あ
る
こ
ご
は
之
を

察
知
す
る
に
難
か
ら
ざ
る
所
で
あ
る
〇

　
　
　
　
三
　
木
戸
孝
允
の
版
籍
奉
還
建
議
の
内
櫃

　
幕
府
の
納
地
問
題
は
末
解
決
の
儘
に
伏
見
鳥
朋
の
開
戦

ざ
な
り
、
其
結
果
前
將
軍
の
東
蹄
す
る
に
及
ん
で
、
朝
廷

に
於
て
は
征
束
の
大
事
令
を
換
装
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が

當
時
國
幣
の
窮
迫
は
實
に
意
想
外
の
惨
憺
た
る
有
機
で
あ

っ
て
、
時
々
刻
々
績
生
す
る
所
の
多
端
の
費
用
は
殆
ん
ざ

之
を
支
出
す
る
の
途
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
僅
に
御
用

金
穀
の
調
達
に
よ
っ
て
一
時
の
急
を
彌
縫
し
て
も
、
當
面

に
迫
れ
る
莫
大
の
軍
資
は
如
何
に
し
て
之
を
慮
毒
せ
ん
か

そ
の
目
算
が
立
た
な
い
。
去
り
ざ
て
、
征
東
軍
を
毘
さ
や

れ
ば
維
新
の
大
業
を
挫
折
せ
ざ
る
を
得
ぬ
苦
境
に
あ
っ
た

是
に
顧
て
、
明
治
元
年
正
月
二
十
一
日
太
政
官
札
下
行
並

會
計
基
金
墾
百
萬
雨
募
債
の
問
題
が
廟
議
に
上
っ
た
の
で

あ
る
。
丁
度
墨
田
を
…
以
て
、
長
躯
よ
り
石
州
濱
田
領
及
豊



前
小
倉
領
の
一
部
な
る
占
領
地
を
朝
廷
へ
嘉
納
せ
ん
こ
ご

を
上
表
し
た
。

　
こ
の
長
藩
の
占
領
地
獄
納
の
由
來
は
奮
臓
藩
主
毛
利
敬

親
父
子
が
勅
勘
解
除
の
恩
命
を
蒙
り
し
に
重
し
、
其
御
禮

ご
し
て
老
臣
毛
利
出
雲
を
上
京
せ
し
む
る
こ
ご
に
決
し
た

其
際
木
戸
孝
允
は
兼
ね
て
四
境
職
の
結
果
こ
し
て
占
領
す

る
に
至
っ
た
前
記
石
豊
二
國
の
領
土
を
朝
廷
に
奉
還
す
べ

き
議
を
建
‘
て
、
、
直
に
藩
圭
父
子
の
容
る
、
所
ざ
な
つ
π

の
で
あ
る
◎
傍
っ
て
木
戸
は
右
の
上
表
を
持
し
て
上
京
の

途
に
就
き
、
元
年
正
月
二
十
一
臓
入
京
の
帥
日
之
を
朝
廷
．

に
上
っ
た
。
其
上
表
文
に
は
日
溜
は
十
二
月
ご
し
て
文
中

に
、
「
今
般
御
沙
汰
思
差
奉
拝
戴
候
・
グ
雲
路
相
開
キ
候
上
ハ

石
豊
二
國
ハ
素
ヨ
ヅ
王
土
ニ
シ
テ
臣
敬
親
私
有
二
無
之
、

且
｛
幕
府
奉
蹄
政
樺
…
不
日
復
士
μ
之
血
ハ
ヲ
モ
被
爲
畢
行
、
速
二

名
士
頽
望
遠
次
第
壁
付
右
二
國
之
地
朝
廷
へ
奉
差
上
御
庭

分
奉
遷
蒸
し
ヒ
あ
る
。
乃
ち
長
藩
全
領
土
を
暴
げ
て
奉
還

せ
ん
ビ
云
ふ
の
で
は
な
い
、
輩
に
占
領
地
を
奉
還
す
る
ビ

　
　
　
第
六
艦
｝
　
　
研
　
究
　
　
　
㍑
腿
鑛
…
潮
岬
一
始
宋
の
研
究
（
上
）

云
ふ
の
で
あ
っ
て
、
其
奉
還
の
動
機
よ
り
随
ふ
る
も
、
之

を
以
っ
て
直
に
版
籍
奉
還
の
先
騙
ビ
見
倣
す
こ
ε
は
出
來

ぬ
が
、
一
面
か
ら
言
へ
ば
版
籍
奉
還
の
前
提
だ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。

　
朝
廷
に
重
て
は
正
月
二
十
三
日
愈
々
太
政
官
札
登
行
並

横
手
基
金
参
百
萬
爾
募
債
の
議
を
決
定
し
、
早
々
之
に
着

手
す
る
こ
ε
、
な
っ
た
。
此
等
の
爲
で
あ
っ
元
か
否
や
は

判
然
せ
ぬ
が
、
右
の
長
藩
よ
b
の
占
領
地
獄
納
の
上
表
に

早
し
て
は
、
同
月
二
十
入
日
を
以
っ
て
、
追
っ
て
御
沙
汰

あ
る
迄
、
其
藩
に
於
て
之
を
管
理
す
べ
し
ε
指
令
せ
ら
れ

た
。
こ
め
時
木
戸
は
御
沙
汰
書
を
早
速
兵
庫
な
る
外
野
事

務
掛
伊
藤
博
文
の
許
に
贈
っ
た
も
の
ε
み
え
て
、
璽
二
十

九
日
夜
の
臼
附
に
て
、
伊
藤
よ
り
木
β
に
宛
て
だ
る
書
翰

に
「
御
沙
汰
書
御
詠
り
被
爆
槌
に
落
掌
仕
候
、
黒
黒
入
候

次
第
ざ
単
二
候
得
共
眼
前
の
急
是
非
御
奉
公
可
申
上
候
先

は
貴
答
迄
聖
慮
に
御
座
候
」
ε
あ
る
。
是
時
に
當
っ
て
、

大
久
保
利
蓮
は
天
下
の
耳
臼
を
一
新
す
る
を
急
務
ビ
し
大

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
州
　
　
　
三
　
七
（
三
七
）



　
　
　
第
二
一
巻
　
　
　
柑
鱗
　
究
　
　
　
版
鱗
覗
憲
・
灘
…
始
末
の
研
『
究
（
上
）

阪
遷
都
の
議
を
建
て
し
が
、
廟
議
決
す
る
に
至
ら
す
、
途

に
車
駕
親
征
し
て
暫
く
躍
を
大
阪
に
駐
め
給
ふ
ざ
い
ふ
こ

ε
に
決
っ
て
、
二
月
三
日
天
皇
は
二
條
城
に
行
幸
、
百
官
を

心
し
て
親
征
の
詔
を
腰
せ
ら
れ
、
東
征
大
総
督
を
置
か
る

、
こ
ご
、
な
つ
把
Q
尋
い
で
同
月
六
日
東
海
、
東
山
、
北

陸
三
遽
の
鎭
撫
使
を
改
め
て
、
先
鋒
総
督
繋
軍
吏
使
ε
な

し
、
同
月
九
日
東
征
諸
軍
の
部
署
を
定
め
、
総
裁
有
栖
川
宮

寺
仁
親
王
を
東
征
大
総
督
に
任
じ
、
聖
護
院
宮
嘉
言
親
王

を
海
軍
総
督
に
任
じ
、
同
月
十
一
薬
量
倉
及
廟
箪
書
を
三

豊
総
督
に
頒
っ
て
愈
進
軍
ず
る
こ
ご
、
な
っ
た
の
で
あ
る

然
る
に
進
軍
に
要
す
る
も
の
は
莫
大
の
軍
資
で
あ
る
。
曇

に
議
決
し
た
墾
百
萬
爾
の
基
金
に
就
い
て
は
京
阪
の
富
豪

に
論
達
し
て
募
債
し
た
け
れ
ざ
も
未
だ
一
穂
だ
も
集
る
に

至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
更
に
こ
の
二
月
十
一
日
を
以
っ

て
先
づ
御
親
征
費
こ
し
て
捨
萬
函
を
京
阪
の
富
豪
に
調
達

す
る
ε
云
ふ
や
う
な
始
末
で
あ
っ
た
か
ら
し
て
、
莫
大
の

軍
資
を
支
藩
す
る
に
は
殆
ん
ざ
困
迫
し
た
の
で
あ
る
ρ
是

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　

三
入
（
三
八
）

に
於
て
大
久
保
は
深
く
之
を
患
ひ
、
西
郷
隆
盛
、
小
松
糟

刀
等
ご
綴
り
、
薩
藩
籏
土
の
内
、
十
萬
石
を
朝
廷
へ
返
獄

せ
ん
こ
ご
を
議
決
し
、
之
を
藩
主
に
具
陳
し
繰
る
結
果
、

こ
の
十
一
日
を
以
て
其
上
表
を
朝
廷
に
奉
っ
た
の
で
あ
る

乃
ち
其
上
表
の
文
中
「
毛
馬
之
形
勢
皇
立
身
一
之
御
成
業

二
不
至
、
理
財
之
滋
被
風
立
粂
馬
蝉
議
塾
奉
恐
察
候
付
、

代
々
奉
預
候
領
地
之
内
、
＋
萬
石
、
萬
分
＝
二
丁
得
共

爲
御
用
途
返
獄
仕
度
貸
賃
候
、
平
紐
封
建
王
制
三
テ
ハ
其

力
難
解
分
裂
各
國
比
七
難
相
成
候
付
、
復
古
之
實
儀
二
從

ヒ
、
鎌
倉
…
以
ぬ
剛
ウ
偏
如
ク
奉
罵
越
候
テ
至
轡
田
髄
質
ト
奉
存
候
〃
得

共
、
未
時
勢
其
宜
ヲ
不
得
次
第
モ
可
有
御
座
ト
奉
存
候
、

從
來
爲
皇
幽
寸
補
報
恩
仕
度
聖
夜
至
願
仕
丁
得
共
、
不
肯

短
才
曲
藩
…
屏
之
伊
仕
ヲ
海
掃
シ
毫
髪
ナ
｝
詮
モ
」
無
川
御
座
不
枇
嶋
浩
嘆
、

前
件
一
片
之
赤
誠
御
仁
察
被
仰
付
御
許
容
被
官
下
墨
模
御

執
奏
奉
願
候
」
ご
あ
る
．
、
之
に
青
し
て
、
朝
廷
に
於
て
は
三

月
十
九
日
に
至
り
、
大
に
之
を
嘉
賞
せ
ら
れ
た
け
れ
ご
も

當
今
其
藩
に
企
て
も
軍
費
多
端
の
際
、
先
づ
返
獄
に
及
ば



す
ε
て
途
に
許
容
の
指
倉
な
か
っ
た
。
さ
れ
ご
薩
藩
が
領

土
の
幾
分
に
て
も
之
を
奉
還
せ
ん
こ
し
た
精
袖
唱
は
將
に
版

籍
奉
還
の
昼
酒
ビ
下
し
て
然
る
べ
き
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
。

　
右
の
薩
藩
が
頷
土
十
萬
石
刷
獄
の
上
表
を
朝
廷
に
奉

っ
た
同
月
、
木
戸
孝
允
は
議
定
兼
爾
総
裁
た
る
三
條
．
岩

倉
爾
卿
の
許
に
一
書
を
呈
し
至
正
至
公
の
心
を
以
っ
て
、

七
百
年
來
の
積
弊
を
一
黙
し
噸
三
百
諸
侯
を
し
て
其
土
地

人
民
を
還
納
せ
し
む
る
の
急
務
な
る
所
以
を
建
言
し
た
。

借
れ
版
籍
奉
還
の
議
を
朝
廷
へ
差
寓
し
た
最
初
の
も
の
こ

見
る
べ
き
で
あ
る
。
惜
し
む
ら
く
は
其
日
附
が
到
然
し
て

居
ら
澱
爲
に
、
薩
藩
領
土
返
…
鰍
の
上
表
よ
り
前
か
後
か
ご

云
ふ
こ
ご
も
明
か
で
な
い
。
又
木
戸
が
こ
の
建
議
を
な
す

．
に
至
っ
た
内
情
に
就
き
て
も
諸
説
優
々
π
る
有
襟
で
あ
る

が
、
薩
藩
の
領
恩
返
獄
ご
少
か
ら
ぬ
溺
係
を
有
し
て
居
た

ご
云
ふ
勲
に
於
て
相
一
致
し
て
居
る
。
敵
し
な
が
ら
吾
入

は
此
等
に
就
い
て
大
に
疑
問
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
先
づ

露
華
の
諸
説
ご
綜
合
す
る
ご
大
要
左
の
三
説
に
吊
す
る
こ

　
　
　
餓
剛
湖
上
　
巻
　
　
　
研
　
　
究
　
　
　
伽
版
舳
総
奉
遣
始
士
小
の
研
究
（
上
）

ビ
が
出
盛
や
う
ご
思
ふ
Q

　
ω
　
木
戸
孝
允
は
薩
藩
に
於
て
領
土
十
萬
蒸
返
…
鰍
の
議

　
　
あ
る
を
知
り
、
長
藩
に
於
て
も
石
蚤
二
州
の
占
領
地

　
　
を
獄
納
し
て
は
如
何
ご
、
之
を
，
伊
藤
博
交
に
諮
っ
た

　
　
が
、
構
藤
は
言
下
に
之
を
斥
け
、
下
々
た
る
十
萬
石

　
　
二
十
萬
石
を
以
て
王
政
復
古
の
大
業
は
成
就
せ
ら
る

　
　
べ
き
で
な
い
。
寧
ろ
此
際
断
然
版
籍
奉
還
を
決
行
し

　
　
諸
藩
の
財
力
兵
力
を
悉
く
朝
廷
に
集
中
す
る
に
如
か

　
　
す
ご
論
じ
た
。
そ
こ
で
木
戸
も
大
に
之
を
賛
し
沈
思

　
　
熟
慮
の
後
、
遽
に
版
籍
奉
還
の
建
議
を
な
す
に
至
つ

　
　
元
。

　
②
　
木
戸
、
大
久
保
等
は
國
努
の
窮
迫
を
患
ひ
、
大
久

　
　
保
は
薩
藩
領
土
の
内
十
萬
石
を
返
獄
せ
ん
ビ
云
ふ
考

　
　
和
内
々
抱
い
て
居
た
。
木
β
’
は
又
石
豊
二
州
の
占
領

　
　
地
を
加
納
し
て
目
前
の
急
を
補
は
ば
や
ご
考
へ
て
、

　
　
之
を
伊
藤
に
諮
っ
た
が
、
轡
藤
は
姑
息
の
手
段
は
百

　
　
年
の
長
計
に
あ
ら
す
ご
て
轟
々
腰
藩
論
を
主
張
し
た

　
　
　
　
　
　
　
第
…
號
　

三
九
（
三
九
）



　
　
　
第
一
画
絵
一
　
　
研
　

究
　
　
　
版
錨
醐
臓
Ψ
偲
㈱
始
末
の
研
究
（
上
）

　
　
そ
こ
で
木
戸
は
大
に
之
を
養
し
、
こ
の
事
を
大
久
保

　
　
に
告
げ
た
が
爲
に
大
久
保
は
途
に
牽
釜
石
論
を
抱
ち

　
　
木
戸
は
版
籍
奉
還
の
建
議
を
な
す
に
至
っ
た
。

　
㈲
木
戸
大
久
保
等
は
國
幣
の
窮
迫
な
る
を
患
ひ
薩

　
　
長
各
々
十
萬
立
腹
帳
灘
濁
世
館
脳
四
郷
臓
艦
燗
里
並
磯
灘
雄
臆

　
　
鍵
を
獄
納
せ
ん
こ
ご
を
談
合
し
、
之
を
伊
藤
に
諮

　
　
つ
た
が
、
儲
，
藤
は
再
々
だ
る
二
十
萬
石
蚤
ん
ぞ
朝
廷

　
　
の
墓
礎
を
立
つ
る
に
足
ら
ん
や
、
寧
ろ
一
歩
を
…
進
め

　
　
て
版
籍
奉
還
を
断
行
す
べ
し
ご
主
張
し
た
が
爲
に
、

　
　
木
戸
は
之
を
賛
し
て
、
途
に
版
籍
奉
還
の
建
議
を
な

　
　
す
に
至
っ
た
。

右
の
諸
説
は
僻
藤
井
上
等
諸
元
老
の
實
歴
談
乃
至
は
そ
の

實
歴
談
に
基
き
て
記
蓮
し
π
も
の
で
あ
る
が
、
明
治
元
年

の
正
月
か
ら
二
月
の
初
鴬
に
重
て
、
木
戸
が
、
薩
藩
の
上

土
十
萬
石
蝋
獄
の
議
あ
る
を
知
り
、
長
藩
に
於
て
も
石
豊

二
州
の
占
領
地
を
朝
廷
に
夢
語
せ
ん
こ
ご
を
兵
庫
な
る
伊

藤
一
発
に
諮
か
つ
た
こ
云
ふ
｛
畢
は
事
實
矛
沈
泊
し
て
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
號
　
　
　
四
〇
　
（
四
〇
）

文
応
二
州
占
領
地
獄
納
の
こ
ご
は
銑
に
前
年
の
十
二
月
長

藩
…
に
於
て
決
定
せ
ら
れ
、
元
年
正
月
木
戸
は
覚
ハ
上
表
を
朝

廷
に
差
出
し
た
事
は
王
述
の
通
り
で
あ
る
Q
し
て
見
れ
ば

今
更
木
戸
が
こ
の
占
領
地
獄
納
の
こ
定
を
伊
藤
に
諮
る
べ

き
理
歯
が
な
い
。
叉
大
久
保
が
木
戸
よ
り
伊
藤
の
廃
…
藩
論

を
聞
い
て
十
萬
叢
論
は
樋
つ
た
ビ
云
ふ
事
が
、
其
實
決
し

て
之
を
拠
っ
た
の
で
は
な
い
。
現
に
薩
藩
領
土
十
萬
石
返

獄
の
上
表
を
朝
廷
に
差
出
し
だ
事
は
、
是
亦
上
述
の
通
り

で
あ
る
Q
其
他
木
戸
ε
大
久
保
ご
が
薩
長
二
藩
よ
わ
各
十

萬
石
宛
を
獄
凝
せ
ん
こ
ε
を
談
合
し
た
こ
い
ふ
事
も
殆
ん

ざ
信
ず
る
に
足
り
な
い
事
で
あ
る
。
爾
ほ
此
等
の
黙
に
就

い
て
は
後
段
に
委
し
く
考
議
す
る
所
に
糠
っ
て
御
承
知
を

願
ひ
π
い
。

　
斯
く
の
如
く
に
し
て
木
戸
が
版
籍
奉
還
の
建
議
を
な
す

に
至
っ
た
内
情
に
就
い
て
は
從
來
未
だ
確
固
淀
る
定
説
も

な
く
叉
そ
の
鼠
ハ
相
を
組
む
る
に
足
る
べ
き
資
料
も
螢
見
せ

ら
る
、
に
至
ら
な
い
の
は
誠
に
逡
憾
で
あ
る
が
、
只
こ
の



場
合
人
々
の
推
測
に
任
す
よ
り
外
な
い
。
乃
ち
吾
人
の
管

見
に
よ
れ
ば
木
戸
が
石
豊
二
州
の
占
領
地
獄
納
の
こ
ご
を

伊
藤
に
諮
っ
た
ε
い
ふ
の
は
何
等
信
溶
す
る
に
足
り
な
い

説
で
あ
る
が
、
こ
の
占
領
地
上
表
の
こ
ご
の
あ
っ
た
後
に

於
て
、
木
属
’
は
國
努
の
応
躬
迫
な
る
を
｝
愛
ふ
る
の
徐
h
二
日

兵
庫
に
伊
藤
を
訪
う
て
、
そ
の
意
見
を
叩
い
た
こ
云
ふ
が

如
き
は
事
實
’
有
り
得
べ
き
こ
ご
、
思
ふ
。
こ
の
意
昧
に
於

て
伊
藤
弁
上
等
諸
元
老
の
實
墨
差
も
或
程
度
迄
は
之
を
鱒

幸
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
全
然
之
を
無
指
す
る

わ
け
で
な
い
○
要
す
る
に
石
塁
占
領
地
云
々
の
事
を
揮
藤

に
諮
っ
た
こ
い
ふ
の
は
回
歴
談
そ
の
者
の
記
憶
の
錯
誤
か

ら
起
つ
た
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
當
時
木
戸
は
石
豊
二

州
の
占
籟
地
獄
納
こ
か
或
は
十
萬
石
…
鳳
納
こ
か
の
考
を
以

て
之
を
伊
藤
に
諮
っ
た
ざ
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
ε
は

な
か
ら
う
ご
思
ふ
。
寧
ろ
木
戸
は
軍
に
財
政
救
治
策
に
就

い
て
伊
藤
の
意
見
を
叩
き
、
其
癖
勝
絶
に
於
て
寒
土
十
萬

石
塁
獄
の
風
説
あ
る
こ
ご
な
ざ
を
告
げ
た
こ
こ
ろ
が
、
偶

　
　
　
第
六
巷
　
　
靭
　
究
　
　
版
満
目
選
始
宋
の
研
究
（
上
）

藤
は
言
々
元
る
十
萬
石
二
十
萬
石
何
ん
ぞ
朝
廷
の
基
礎
を

立
つ
る
に
足
ら
ん
や
ビ
言
っ
て
版
籍
奉
還
論
を
主
張
し
淀

も
の
こ
見
る
の
が
穏
當
の
説
で
は
な
か
ら
う
か
。
尤
も
此

等
の
黙
に
關
し
て
は
更
に
從
來
の
諸
説
に
つ
き
て
之
を
詳

説
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
の
⑭
㈹
説
の
考
．
謹

　
σ
今
の
論
に
属
す
る
も
の
は
、
古
谷
久
綱
著
「
藤
公
餓
影
」
の
艘
藩

置
縣
の
廟
議
決
定
ミ
い
へ
る
條
に
、
左
の
一
編
は
明
治
四
十
二
年

四
月
三
日
夜
大
磯
二
言
閣
に
於
て
早
藤
公
の
談
話
せ
ら
れ
た
る
要

領
を
筆
記
し
、
四
月
五
日
公
の
検
閲
を
経
た
る
も
の
な
る
こ
ミ
を

冒
頭
し
、
次
の
記
事
が
あ
る
。

　
戊
辰
正
月
下
旬
予
が
兵
庫
縣
知
事
ミ
し
て
聯
戸
に
奉
職
中
の
こ

　
ミ
な
り
、
木
戸
孝
允
一
日
予
を
來
聴
し
て
曰
く
、
今
や
王
政
復

　
古
の
世
ざ
は
な
り
た
れ
，
こ
も
、
朝
廷
禽
微
力
に
し
て
天
下
に
號

　
令
す
る
に
足
ら
ざ
る
が
故
に
、
薩
摩
藩
よ
り
は
其
所
領
中
よ
り

　
拾
萬
石
の
地
を
朝
廷
に
獣
噛
せ
ん
．
こ
す
る
の
憾
あ
り
、
就
て
は

　
毛
利
家
よ
り
も
戦
勝
の
結
果
、
其
領
有
に
聾
し
た
る
葱
小
倉
領

　
ε
石
州
濱
田
領
拾
五
萬
石
を
献
納
し
て
は
如
何
や
ミ
思
ひ
、
既

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
號
　
　
　
四
一
　
（
四
一
）



　
　
第
山
ハ
巷
　
　
　
研
「
　
究
　
　
　
一
日
虫
聞
羅
姻
選
塘
州
宋
の
研
究
（
上
）

に
激
賛
を
も
内
々
協
議
を
興
し
た
る
こ
「
こ
あ
り
、
（
蓋
し
廣
澤
ミ

協
議
せ
り
嘱
こ
の
意
味
な
る
べ
し
）
　
之
に
捜
す
る
貴
君
の
意
見
は

如
何
、
こ
予
需
要
に
之
に
反
細
し
て
割
く
、
唐
分
は
斯
る
姑
怠
な

る
雲
泥
に
は
断
じ
て
同
意
す
る
を
得
す
、
抑
々
王
敦
復
古
「
こ
は

何
事
か
ド
｝
云
ふ
に
、
　
日
本
全
島
が
中
吉
武
門
武
士
の
掌
中
に
騰

し
た
る
以
前
の
政
治
の
如
く
ぜ
ん
ご
す
る
に
露
な
ら
す
。
師
ち

封
建
を
慶
し
て
郡
縣
「
こ
離
し
、
兵
力
財
力
を
朝
廷
に
統
一
し
、
萬

般
の
改
良
進
歩
を
綴
ら
ざ
れ
ば
、
西
洋
諸
國
に
封
抗
す
る
は
到

底
思
も
省
ら
ざ
る
こ
、
こ
な
り
◎
放
に
宜
し
く
各
藩
を
慶
し
て
朝

廷
の
鍵
力
を
直
接
外
國
に
及
儘
す
の
策
を
講
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
す

後
れ
山
持
拾
萬
絹
織
五
萬
石
の
獣
納
に
て
其
臼
的
を
蓬
し
得
る
こ

一
こ
な
ら
ん
や
ミ
、
ミ
ミ
ミ
ミ
木
戸
は
予
の
雷
を
聞
き
、
大
に
予
の
説

を
可
・
こ
せ
し
一
こ
共
に
、
不
予
に
注
意
し
て
曰
く
、
君
の
議
論
は
正

論
な
り
、
荷
も
王
政
復
古
・
こ
い
ふ
以
上
は
貴
論
の
嬢
く
爲
さ
“

る
べ
か
ら
す
Q
併
乍
事
主
家
の
慶
滅
は
勿
論
、
全
天
下
大
小
名
の

滅
亡
に
關
す
る
が
放
に
、
丁
々
に
其
説
を
口
に
す
る
勿
れ
、
今
よ

り
之
を
公
書
せ
ば
成
功
す
る
も
の
も
却
っ
て
失
敗
に
終
る
べ
し

ミ
。
予
答
へ
て
厳
く
、
予
の
書
に
し
て
實
癒
せ
ら
る
れ
ば
可
な
り

弄
れ
堂
自
ら
好
ん
で
奇
矯
の
雷
を
弄
せ
ん
や
¶
こ
。
之
に
て
當
疑

　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
號
　
　
　
四
二
　
（
鶏
二
）

　
は
袖
鋼
せ
り
。
其
後
木
戸
は
此
問
題
に
就
て
大
に
熟
慮
し
、
元

　
來
各
藩
の
領
地
な
る
も
の
は
中
古
以
來
天
下
を
横
領
せ
し
將
軍

　
よ
り
受
領
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
荷
も
幕
府
倒
れ
統
治
の
名
實

　
共
に
朝
廷
に
復
辛
し
た
る
以
上
は
、
各
藩
主
た
る
も
の
凡
て
一

　
繋
累
の
管
領
を
聖
天
子
に
奉
還
せ
ざ
る
べ
か
ら
す
Σ
の
大
義
名

　
分
を
基
礎
ξ
し
た
る
植
栽
な
る
議
論
を
立
て
た
り
。
是
れ
郎
ち

　
版
籍
奉
還
論
に
し
て
、
其
大
義
名
分
を
基
礎
ミ
し
た
る
は
、
全

　
く
木
戸
の
登
明
に
照
で
纏
る
も
の
な
り
。

右
の
記
事
中
、
正
月
下
旬
予
が
兵
庫
雪
篭
事
ミ
あ
る
が
、
常
時

伊
藤
は
農
圃
事
務
掛
の
時
代
で
、
兵
庫
縣
知
事
は
五
月
蹴
後
の
こ

ミ
で
あ
る
。
又
石
竹
二
州
の
占
領
地
謡
納
の
事
は
繭
に
蓮
べ
た
如

く
、
正
月
二
十
｝
鷺
に
朝
廷
に
上
表
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
正
月

下
旬
に
再
び
之
を
献
納
せ
ん
、
こ
し
て
耕
藤
の
意
見
を
即
く
ざ
云
ふ

噴
き
は
事
實
懸
り
得
べ
か
ら
ざ
る
事
で
あ
る
。
之
を
嶽
て
見
る
も

此
記
事
の
信
威
す
る
に
足
り
な
い
の
は
明
か
で
あ
る
。
爾
ほ
明
治

三
ナ
年
伊
藤
公
が
國
家
業
會
で
講
演
せ
ら
れ
た
「
本
邦
憲
法
翻
定

の
由
來
」
三
云
ふ
の
が
「
國
家
墨
調
理
誌
」
第
百
二
十
三
號
に
掲
載

さ
れ
て
逼
る
が
、
其
ゆ
に
も
右
ざ
同
様
の
趣
意
が
述
べ
て
あ
っ
て

臼
ハ
月
日
の
黙
が
異
な
っ
て
居
る
の
み
で
あ
る
。
帥
ち
其
大
要
を
雷



W

へ
ば
、
元
年
の
；
二
月
ー
ー
二
月
の
末
頃
か
三
月
に
は
入
っ
て
房

ら
ぬ
や
う
に
箆
え
て
居
る
。
當
時
自
分
は
兵
庫
に
奉
職
中
、
一
隔
木

戸
は
京
都
よ
り
神
戸
に
騰
り
密
に
話
さ
る
・
に
、
何
分
王
政
復
古

ε
な
っ
て
も
朝
廷
微
力
に
し
て
如
何
こ
も
な
す
こ
、
こ
が
出
刃
ぬ
。

そ
れ
故
島
町
家
か
ら
も
拾
萬
石
だ
け
朝
廷
へ
獣
納
し
や
う
ξ
云
ふ

議
論
が
あ
る
Q
長
州
に
而
て
も
、
四
境
載
の
結
果
占
領
し
た
石
豊
二

州
の
地
、
凡
拾
四
五
萬
石
を
加
納
し
や
う
、
こ
云
ふ
議
論
。
か
あ
る
、
癩

何
で
あ
ら
、
）
か
ミ
い
ふ
棚
談
を
受
け
た
云
々
ミ
い
ふ
の
で
あ
る
。

し
か
し
二
月
末
濃
ミ
す
れ
ば
、
薩
藩
領
土
拾
萬
石
態
態
の
上
表
後

の
こ
ε
に
な
る
か
ら
事
貰
矛
盾
す
る
わ
け
で
あ
る
。
溌
ん
や
三
月

初
め
一
こ
し
て
は
全
然
論
外
の
こ
、
こ
で
あ
る
。
由
來
こ
の
種
の
實
歴

談
に
全
て
月
日
の
正
確
を
も
望
む
こ
ε
は
望
む
も
の
が
無
理
で
あ

る
。
右
の
；
二
月
…
…
二
月
の
末
頃
－
こ
云
ふ
の
は
恐
ら
く
正
月
の
末

頃
、
こ
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
何
れ
に
し
て
も
當
酵
長
藩
に
干
て
拾

調
製
石
獣
納
の
議
が
あ
っ
た
ε
す
れ
ば
、
之
を
石
豊
二
州
の
占
領

地
以
外
に
求
め
な
け
れ
ば
こ
の
の
説
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

而
か
も
長
藩
に
於
て
拾
萬
石
献
納
の
議
の
あ
っ
た
こ
、
こ
に
つ
い
て

は
何
等
徴
詮
す
る
に
足
る
も
の
が
な
い
。

㈹
の
論
に
罪
す
る
も
の
は
、
末
松
謙
澄
子
著
「
孝
子
伊
藤
公
」

　
　
　
第
六
艦
｝
　
　
研
〃
　
究
　
　
　
版
籍
講
論
選
始
由
小
の
研
錦
湘
（
上
）

の
附
篇
に
「
版
籍
愚
輩
慶
藩
置
字
の
内
情
」
、
こ
云
ふ
蝋
章
が
あ
．
る
。

其
巾
に
明
治
元
年
の
初
、
僻
墨
書
が
始
め
て
朝
官
鳴
こ
な
り
職
を
兵

庫
に
奉
じ
た
頃
の
事
で
あ
る
。
営
臨
國
祭
の
窮
迫
は
最
も
甚
し
か

っ
た
が
爾
に
、
朝
廷
の
要
路
に
立
つ
た
木
戸
大
久
保
等
は
非
常
に

心
を
努
し
、
　
大
久
保
は
薩
州
よ
り
石
高
の
内
、
捨
五
萬
石
を
獣
上

し
て
國
．
費
の
一
端
を
助
け
ば
や
ε
の
考
を
超
し
て
層
つ
た
。
木
戸

も
石
豊
二
州
の
占
頒
地
を
獣
納
し
て
目
荊
の
飲
乏
を
補
は
．
・
や
隔
こ

考
へ
て
、
其
事
を
撞
藤
に
話
し
た
、
創
藤
は
之
を
聞
き
姑
息
の
措
置

は
百
年
の
大
計
に
あ
ら
す
建
て
、
酒
々
¶
こ
慶
藩
論
を
説
い
た
。
木
戸

も
其
素
志
は
画
よ
り
公
ε
相
同
じ
き
が
故
に
公
の
論
旨
に
鋼
意
し

四
周
の
事
情
が
困
難
な
る
に
拘
は
ら
す
、
そ
の
方
針
を
黒
め
て
、

そ
の
年
の
二
月
に
意
見
書
を
條
岩
二
卿
の
許
に
毒
し
て
慶
藩
の

趣
旨
を
論
じ
た
隔
こ
云
ふ
こ
ミ
を
記
し
、
　
そ
の
註
に
左
の
文
靭
が
あ

る
。　

石
州
濱
繊
領
全
部
及
び
豊
鶴
ノ
小
倉
領
ノ
一
部
企
救
郡
ハ
、
慶

　
慮
二
年
ノ
勝
利
二
濁
ッ
テ
長
藩
ノ
占
領
工
露
シ
テ
居
ッ
タ
。
同

　
三
年
ノ
冬
毛
利
公
父
子
ノ
勅
勘
が
解
除
ニ
ナ
リ
、
予
熱
…
ト
シ
テ

　
老
臣
毛
利
醗
鍍
云
ノ
上
山
尽
ノ
時
、
　
二
州
ノ
占
舗
紺
地
ラ
バ
朝
廷
二
献

　
納
ス
ル
ノ
上
書
テ
窟
ラ
シ
、
明
治
元
年
ノ
正
月
二
＋
一
β
其
書

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
三
　
（
四
三
）



　
　
　
第
山
風
巻
　
　
　
一
緋
　
　
究
　
　
　
版
翁
…
奉
畑
選
始
盛
小
の
研
究
（
上
）

　
面
テ
朝
廷
二
勘
シ
、
二
＋
八
日
朝
廷
ノ
指
令
ア
リ
、
返
上
ハ
蕪
サ

　
レ
タ
ル
モ
追
ツ
テ
慮
分
ア
ル
マ
デ
養
分
長
里
に
御
預
ヶ
ト
云
フ

　
コ
ト
ニ
ナ
ツ
タ
。
木
戸
ト
伊
藤
ト
ノ
談
論
ハ
其
聞
際
ノ
コ
｝
二

　
思
ハ
ル
。
長
藩
が
占
領
地
下
納
ノ
議
ラ
決
シ
タ
ル
ハ
木
戸
ガ
マ

　
ダ
藩
地
一
一
居
ッ
タ
時
デ
ア
ツ
テ
其
事
を
藩
主
に
建
議
シ
タ
ノ
ハ

　
木
戸
デ
ア
ヅ
タ
。
大
久
保
モ
薩
摩
カ
ラ
拾
萬
石
ラ
獣
シ
諸
藩
モ

　
之
二
号
ハ
シ
メ
ン
ト
ノ
意
見
テ
内
々
炮
イ
，
テ
居
ツ
タ
ガ
、
木
戸

　
ノ
湘
歎
悪
逆
ン
ダ
考
テ
聞
ク
エ
及
ン
’
ア
天
川
褐
石
碑
醐
卍
繋
槻
ツ
タ
ト
イ

　
フ
コ
ト
デ
ア
ル
。
窯
場
ハ
大
久
保
ノ
書
類
ニ
モ
木
戸
ノ
書
類
ニ

　
モ
見
エ
ヌ
ガ
、
著
者
ハ
雛
∵
一
聞
…
イ
タ
話
シ
ー
ア
ア
ル
。
　
世
二
皆
一
川

某
著
「
木
戸
孝
允
傅
」
ト
イ
フ
モ
ノ
ガ
ア
ル
、
是
ハ
著
者
が
木
戸

　
双
晶
後
起
稿
シ
テ
日
々
新
醗
紙
上
二
刊
行
セ
シ
メ
シ
モ
ノ
ヲ
、

新
聞
紙
二
等
樺
ナ
キ
時
ノ
・
ト
デ
、
皆
川
某
が
鐵
面
皮
ニ
モ
其

　
儘
集
メ
テ
唱
齎
ノ
書
ト
ナ
シ
タ
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
。
今
ヨ
リ
之
ラ

　
響
応
レ
バ
多
少
ノ
誤
謬
ハ
ア
レ
ド
モ
、
　
大
帝
服
ハ
木
一
戸
ノ
一
世
ラ
窯
肌

　
シ
テ
屡
胴
ル
。
其
中
ニ
モ
此
｛
畢
ハ
漁
田
イ
テ
ァ
ル
。

　
右
の
本
文
の
趣
意
は
正
し
く
1
1
の
設
・
こ
岡
様
で
あ
る
。
干
し
な

が
ら
其
註
文
は
本
文
の
趣
旨
に
矛
盾
す
る
所
か
あ
っ
て
、
顔
る
不

徹
底
な
難
解
の
説
で
あ
る
。
全
く
本
文
ミ
註
ミ
は
浸
交
渉
の
形
で

第
一
號

四
四
　
（
四
四
）

あ
る
。
乃
ち
本
文
の
趣
旨
の
み
に
就
い
て
言
へ
ば
木
戸
が
石
腰
二

州
の
占
領
地
響
納
の
考
は
伊
藤
の
反
隈
の
薦
に
實
制
乱
せ
ら
れ
す
に

終
っ
て
、
本
戸
は
種
下
の
読
を
賛
し
て
逡
・
に
版
籍
奉
還
の
建
議
を

な
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
註
文
の
趣
旨
に
就
い
て
見
れ

ば
、
石
豊
二
州
の
占
領
地
は
正
月
二
十
一
田
朝
廷
に
獣
納
の
上
表

を
差
出
し
、
同
月
二
十
八
日
之
に
澄
す
る
指
令
が
あ
っ
た
。
木
悟
、
こ

伊
藤
ミ
の
談
論
は
其
閥
際
の
こ
ミ
に
思
ぼ
る
ミ
あ
る
が
、
既
に
一

旦
朝
廷
へ
献
納
の
上
表
を
し
た
石
豊
の
占
領
地
を
又
，
木
戸
が
獣
納

せ
ん
、
こ
し
て
耕
藤
に
諮
る
ミ
云
ふ
の
は
、
事
々
受
取
り
難
い
設
で

あ
る
。
殊
に
「
其
閣
際
」
、
こ
は
二
十
一
口
の
間
際
か
、
二
十
八
口
の
間

際
か
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
假
り
に
二
十
一
日
の
上
表
前
を
指
す

も
の
ミ
し
た
所
で
、
占
領
地
獣
納
の
事
は
醤
臓
長
藩
に
於
て
決
定

せ
ら
れ
た
ミ
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
今
更
太
戸
が
箕
、
織
留
の
意
見
を

伊
藤
に
諮
る
べ
き
筈
の
も
の
で
な
い
。
叉
二
＋
八
日
の
指
令
後
を

指
す
も
の
・
こ
し
た
所
で
、
　
一
旦
献
納
の
上
表
を
し
其
指
令
の
あ
っ

た
占
領
地
を
再
び
獣
納
せ
ん
・
こ
し
て
極
出
に
之
を
諮
る
・
こ
い
ふ
事

も
有
り
得
べ
か
ら
ざ
る
事
で
あ
る
。
次
に
大
久
保
も
薩
摩
か
ら
拾

萬
石
獣
納
の
考
を
抱
い
て
居
た
が
、
木
戸
の
撒
騰
蓮
ん
だ
論
を
闘

く
に
及
ん
で
袷
筆
石
論
は
樋
つ
た
ミ
あ
る
の
も
、
木
戸
か
ら
伊
藤



の
慶
藩
論
を
聞
か
さ
れ
た
が
爲
に
拾
萬
石
獣
納
の
考
を
翻
し
た
ミ

い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
元
年
正
月
下
旬
頃
の
意
味
で
あ
ら
う

が
、
こ
の
文
句
の
前
に
あ
る
「
長
藩
が
占
領
地
獄
納
の
議
を
決
し

た
る
は
木
戸
が
ま
だ
藩
地
に
居
っ
た
時
で
あ
っ
て
其
事
を
藩
主
に

建
議
し
た
の
は
木
戸
で
あ
っ
た
」
ε
い
ふ
文
句
か
ら
更
け
て
見
る

ぐ
｝
、
慶
慮
三
年
十
二
月
郎
ち
木
戸
が
占
領
地
献
納
の
こ
ミ
を
藩
主

に
建
議
し
た
當
時
の
や
う
に
も
解
せ
ら
る
・
や
う
な
書
方
で
あ
る

嚇
し
て
著
者
は
大
久
保
が
拾
萬
再
論
を
拠
っ
た
・
こ
い
ふ
こ
ε
は
大

久
保
の
書
類
に
も
、
見
え
ぬ
が
槌
に
聞
い
た
話
で
あ
る
、
ミ
冨
は
れ

て
居
る
が
、
何
人
に
聞
か
れ
た
話
か
其
鮎
は
全
く
要
領
を
得
て
居

な
い
。
た
一
こ
ひ
何
人
に
聞
か
れ
九
話
に
し
九
五
で
史
實
は
曲
ぐ
る

こ
ミ
は
出
営
ぬ
。
現
に
猶
予
に
託
て
は
二
月
十
一
日
を
以
て
領
土

の
内
拾
萬
石
返
獣
の
上
表
を
朝
廷
へ
差
落
し
た
こ
ξ
は
繭
に
蓮
べ

た
遽
り
で
あ
っ
て
、
大
久
保
は
拾
萬
石
論
を
實
現
し
居
る
の
で

あ
る
。

　
倫
ほ
十
寸
に
著
者
は
皆
川
菓
著
な
る
「
木
戸
孝
允
傅
」
に
就
き
て

云
々
し
、
其
中
に
も
右
の
木
戸
が
版
籍
奉
還
の
議
を
な
す
に
至
っ

た
内
携
が
書
い
て
あ
る
、
こ
あ
る
が
、
こ
の
「
木
戸
孝
允
傅
」
ミ
云
は

荒
嘉
一
高
曇
戸
小
集
」
棚
蝉
の
事
で
あ
ら
・
・
恵
ふ
。
此
以
外

　
　
　
蛾
〃
山
雨
巷
　
　
　
研
閃
　
究
．
　
肪
鵬
隔
日
奉
…
選
始
山
木
の
研
…
究
（
上
）

に
皆
川
ぐ
」
い
ふ
入
の
編
著
に
木
戸
孝
允
傳
は
見
當
ら
な
い
。
若
し

著
者
の
言
は
る
・
「
木
戸
孝
允
傳
」
郎
ち
「
木
戸
公
小
男
」
の
こ
ミ
で

あ
る
ミ
す
れ
ば
、
こ
の
書
中
に
は
右
の
内
情
に
就
い
て
何
等
解
し

い
記
事
は
無
い
の
で
あ
る
。
乃
ち
其
大
要
を
摘
記
せ
ば
「
戊
辰
正
月

木
戸
孝
允
徴
さ
れ
て
総
裁
局
顧
問
ミ
な
る
。
是
よ
り
陰
に
天
下
の

形
勢
を
槻
し
國
家
の
後
事
を
想
ひ
、
似
爲
ら
く
列
藩
割
興
天
下
の

事
古
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
鳴
こ
、
時
に
長
の
老
農
由
口
に
あ
り
、
乃
ち

随
ふ
て
國
に
蹄
り
、
人
を
響
け
て
老
梅
に
版
籍
奉
還
の
必
要
を
設

く
、
老
燈
船
く
、
諾
、
さ
れ
「
ご
此
事
た
る
や
容
易
に
之
を
獲
せ
ば
恐
ら

く
不
測
の
攣
あ
ら
ん
、
京
に
還
り
…
機
を
見
て
之
を
行
ふ
べ
し
噛
こ
。
孝

允
既
に
京
に
睡
り
、
幾
も
な
く
駕
に
面
し
て
束
京
に
至
る
。
西
郷
等

は
大
総
督
に
東
北
の
軍
に
從
ふ
。
大
久
保
認
り
東
京
に
醗
在
す
。
是

に
於
て
孝
允
一
日
志
操
ミ
し
て
大
久
保
ε
天
下
の
大
勢
を
論
じ
、

版
籍
馬
丁
の
意
を
語
る
。
時
に
薩
枯
色
國
費
の
不
貨
を
憂
ひ
、
石
高

十
分
一
を
献
せ
ん
ミ
す
る
の
意
あ
り
、
孝
允
の
書
を
聞
き
節
を
攣

っ
て
諾
ミ
呼
び
、
爾
雄
の
意
郎
ち
合
す
」
云
々
ε
あ
っ
て
、
大
久
保

の
十
萬
要
論
を
拠
っ
た
の
は
元
年
九
月
御
東
幸
後
の
事
ε
し
て
あ

る
。
此
記
事
は
誤
謬
満
載
殆
ん
さ
信
ず
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ

る
。
然
る
に
指
原
安
三
編
「
明
治
政
史
」
に
は
右
の
「
木
戸
海
鼠
徳
」

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
五
　
（
四
五
）



　
　
　
第
六
巷
　
　
研
　
究
　
　
版
籍
奉
濾
始
末
の
研
究
（
上
）

の
全
丈
が
引
用
し
て
あ
る
Q
之
か
復
学
欝
か
ら
す
煩
を
な
し
て
、
盆

甜談

事奄

世
に
弘
む
る
紳
一
介
者
、
こ
な
っ
て
［
居
る
。
豊
ハ
編
∵
ぜ
7
冨
へ
ば

谷
氏
の
「
明
治
厩
実
」
罎
府
氏
Ω
、
大
礒
本
三
代
史
」
の
類
を
始
ミ

、
民
友
就
糞
行
の
「
木
戸
孝
允
」
等
の
諸
書
に
見
ゆ
る
記
事
は
点

も
「
木
戸
公
小
藩
」
乃
至
は
「
明
治
欧
史
」
を
磨
騙
し
て
記
蓮
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

㈲
の
読
に
騰
す
る
も
の
に
は
、
中
原
郵
李
氏
が
「
肪
長
史
談

燵
誌
」
第
二
＋
九
號
に
掲
載
せ
ら
れ
測
る
「
版
籍
奉
還
属
下
置
縣

始
末
」
・
こ
い
ふ
論
文
が
あ
る
。
之
に
擦
れ
ば
、
慶
重
三
年
十
こ

王
政
復
古
の
大
號
金
換
獲
せ
ら
る
・
や
、
木
戸
孝
冗
は
石
豊
二

の
占
領
地
を
朝
廷
へ
献
納
す
べ
し
ミ
の
議
を
建
て
、
藩
圭
毛
利

父
誘
容
る
、
暫
、
な
っ
た
か
ら
、
翌
明
治
元
年
二
選
黎

　
ゴ
う
ド
サ
ム
し

眉
掃
繍
木
戸
は
右
の
上
奏
案
を
携
へ
て
入
京
し
、
直
に
之
を
韓
廷

上
っ
た
。
理
れ
版
藷
奉
還
の
蘭
提
で
あ
委
こ
い
ひ
、
・
〆
、
の
吹
に

の
文
句
が
あ
る
。

初
め
孝
允
が
石
園
工
國
奉
還
の
議
を
建
つ
る
や
、
藩
酎
異
議
紛

々
㌔
こ
し
て
掛
り
、
孝
允
が
唯
朝
廷
の
爲
に
蓋
し
て
藩
儒
の
利
害

を
顧
み
ざ
る
を
開
口
む
。
孝
允
之
を
…
囲
き
、
　
深
く
彼
等
が
大
勢
に

暗
き
を
慨
歎
す
。
饒
に
し
て
、
京
師
に
入
る
や
、
鯛
廷
の
財
攻

　
　
　
　
　
　
　
第
　
…
　
號
　
　
　
　
四
点
ハ
　
（
四
六
）

窮
乏
な
る
を
憂
へ
、
大
久
保
利
通
ε
坐
り
、
薩
長
二
言
よ
り
各

　
々
十
萬
石
を
急
撃
せ
ん
ミ
欲
す
。
孝
允
之
を
耕
叢
薄
文
に
告
ぐ

　
博
丈
曰
く
、
重
々
た
る
二
十
萬
石
、
安
ん
ぞ
朝
廷
の
基
礎
を
立

　
つ
る
に
足
ら
ん
や
、
寧
ろ
一
歩
を
蓮
め
て
、
　
三
百
請
侯
の
土
地

を
還
納
せ
し
む
べ
し
ご
。
孝
允
歌
調
を
可
ミ
し
、
慮
に
三
條
實

美
、
岩
倉
具
覗
に
建
議
し
て
、
講
侯
の
土
地
を
牧
め
、
．
維
新
の

實
を
墾
け
ん
こ
ざ
を
講
ふ
Q

の
文
意
に
よ
れ
ば
、
長
藩
に
継
て
石
豊
二
贈
の
占
領
．
地
献
納
の

表
を
朝
廷
へ
熱
戦
し
た
後
に
、
木
戸
は
朝
廷
の
財
政
窮
乏
な
る

患
ひ
、
大
久
保
㌔
こ
圓
っ
て
、
薩
長
二
藩
よ
⇔
各
々
ナ
古
平
宛
を

納
せ
ん
ξ
し
、
之
を
木
戸
よ
り
が
藤
に
諮
っ
た
が
、
伊
藤
の
戊

論
の
爲
に
、
木
戸
は
十
萬
石
論
を
鍵
っ
て
版
鵜
奉
還
の
建
議
を

た
・
こ
い
ふ
に
あ
る
。
面
し
て
薩
藩
の
事
に
就
い
て
は
中
原
氏
は

一
曇
p
も
弥
同
じ
て
居
詐
り
れ
ぬ
け
v
れ
，
ご
・
も
、
　
礎
實
の
上
よ
・
り
越
蘇
へ
ば
、

久
保
は
十
萬
石
論
を
園
穿
し
て
途
に
二
月
十
一
日
に
其
上
表
を

廷
に
差
響
し
た
も
の
輪
こ
解
す
べ
き
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
中

氏
の
読
は
史
實
の
上
に
於
て
何
等
｛
0
3
矛
盾
も
な
く
、
　
一
見
最
も

力
な
る
論
の
や
う
で
あ
る
。
癬
し
な
が
ら
當
時
木
戸
田
こ
大
久
保

こ
報
岡
っ
て
薩
・
長
二
藩
よ
り
各
十
萬
石
宛
を
獣
癒
せ
ん
一
こ
し
た
事



實
あ
り
ゃ
否
や
、
叉
長
命
に
曾
て
石
上
こ
州
の
占
領
地
以
外
、
別

に
十
萬
石
獣
納
の
議
あ
り
し
や
否
や
は
頻
る
疑
問
で
あ
る
。
木
戸

が
版
籍
奉
還
の
事
に
賑
し
て
、
初
め
て
巽
意
中
を
大
久
保
に
漏
し

た
の
は
、
是
よ
り
後
元
年
九
月
の
こ
ミ
で
あ
る
は
彼
の
β
記
に
明

白
な
る
事
實
で
あ
っ
て
其
以
前
に
於
て
薩
長
二
藩
よ
り
各
十
萬
石

壁
を
獣
期
せ
ん
こ
、
こ
を
談
合
し
た
事
實
は
何
等
徴
面
す
る
に
足
る

も
の
が
な
い
。
随
っ
て
木
戸
が
石
豊
二
州
の
占
傾
地
獄
納
の
上
表

後
、
別
に
十
萬
石
を
獣
納
せ
ん
、
こ
し
た
ε
い
ふ
事
は
聯
か
信
じ
兼

ぬ
る
次
第
で
あ
っ
九
か
ら
、
予
は
先
年
中
原
氏
に
就
き
て
其
出
典

を
尋
ね
た
。
－
こ
こ
ろ
が
其
時
中
原
氏
の
答
に
は
伊
藤
井
上
等
諸
元
．

老
の
實
話
に
よ
っ
て
記
撫
し
た
の
み
で
何
等
記
録
の
徴
す
べ
き
も

の
が
あ
る
の
で
は
な
い
ミ
云
ふ
事
で
あ
っ
た
。
然
る
に
伊
藤
公
の

悲
話
は
ω
説
の
條
に
述
べ
た
如
く
、
石
豊
の
占
領
地
以
外
、
別
に

十
蕩
石
獣
納
の
議
は
見
當
ら
な
い
。
叉
井
上
侯
の
詩
話
は
木
戸
隔
こ

大
久
保
ミ
相
岡
っ
て
薩
長
中
富
よ
り
各
十
萬
石
巌
を
獣
観
せ
ん
ε

し
て
之
を
木
戸
か
ら
伊
藤
に
諮
っ
た
ミ
云
ふ
鮎
に
於
て
中
原
氏
の

説
ざ
全
く
同
一
で
あ
る
が
、
こ
の
長
藩
の
十
萬
石
な
る
も
の
は
獅

ち
雁
豊
二
州
の
占
領
地
に
外
な
ら
ぬ
ミ
い
ふ
唱
事
が
違
っ
て
居
る

弾
上
侯
實
話
の
圃
籠
に
、

　
　
　
全
山
淵
巻
　
　
　
研
　
　
究
　
　
　
㍑
夙
艦
鞠
奉
・
瀞
描
始
末
の
研
究
（
上
）

　
王
政
復
古
ミ
い
っ
て
も
名
ば
か
り
で
實
が
な
い
σ
江
戸
討
伐
の

兵
は
灘
さ
に
や
な
ら
ぬ
。
色
々
の
事
が
あ
、
る
け
れ
さ
も
、
金
は

　
一
文
も
朝
廷
に
は
あ
り
は
せ
ぬ
。
曲
管
が
な
い
。
そ
こ
で
木
戸

　
、
、
甲
大
久
保
が
こ
れ
は
，
こ
う
論
じ
て
見
た
所
が
、
版
籍
を
朝
廷
に

　
牧
め
に
や
な
ら
ぬ
げ
れ
ア
こ
も
、
そ
れ
か
ε
い
ふ
て
、
今
急
に
さ

　
う
し
や
う
憎
こ
云
ふ
繹
に
は
行
か
ぬ
か
ら
、
長
州
が
十
萬
石
、
薩

　
州
が
ナ
輝
石
具
し
て
朝
廷
の
園
難
を
救
は
ふ
「
こ
い
ふ
の
か
本
ぢ

　
や
、
長
州
は
四
境
の
戦
虜
の
時
に
取
っ
た
、
濃
濁
－
こ
小
倉
、
こ

　
れ
が
十
萬
肩
摩
…
あ
る
。
そ
れ
を
出
さ
う
、
こ
い
ふ
論
ぢ
や
云
々
。

・
こ
あ
る
。
こ
の
他
、
倫
ほ
諸
元
老
の
實
話
に
、
木
戸
が
石
塁
の
占

領
地
以
外
、
刷
に
十
萬
石
を
獣
毒
せ
ん
「
こ
し
て
之
を
大
久
保
ε
談

合
し
た
話
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
は
未
だ
管
見
の
及
ば
ざ

る
所
で
あ
ろ
。
惟
ふ
に
中
原
氏
の
詮
は
童
ε
し
て
葎
藤
公
井
上
侯

等
の
實
話
に
早
く
所
あ
り
し
も
、
長
藩
の
十
萬
石
乃
至
十
萬
餓
石

献
納
の
話
が
、
石
豊
二
州
の
占
領
地
ミ
し
て
は
野
島
に
矛
盾
す
る

黙
あ
る
を
知
っ
て
、
長
坐
の
占
領
地
献
納
の
上
表
後
一
木
戸
は
別

に
叉
十
萬
石
献
納
の
こ
一
｝
ぜ
大
久
保
に
割
り
、
頁
に
之
を
伊
藤
に

諮
っ
た
、
こ
見
る
の
が
最
も
合
理
的
で
、
且
つ
其
眞
翔
を
得
た
も
の

ε
想
像
せ
ら
れ
た
結
果
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
七
　
（
四
七
）



　
　
　
第
山
ハ
巻
　
　
　
研
　
究
　
　
　
伽
羅
鍵
側
奉
選
始
束
｝
の
研
究
（
上
）

　
以
上
の
高
㈲
論
共
に
多
く
信
を
置
く
に
足
り
な
い
こ
、
こ
は
、
右
の

説
明
に
よ
っ
て
聖
明
か
で
あ
る
竃
思
ふ
。
蒲
し
て
以
上
の
諸
説
が

多
く
伊
藤
公
、
井
上
侯
等
の
郭
話
乃
至
は
坐
繰
話
に
基
き
て
記
蓮

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
ミ
も
推
定
に
難
か
ら
ざ
る
所
で
あ
る
。

去
り
な
が
ら
爵
号
は
之
を
以
て
諸
元
老
の
談
話
を
全
然
無
既
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
右
の
論
説
の
中
、
木
戸
が
石
豊
二
州
の
占
領
地

響
納
の
こ
ミ
を
伊
藤
に
諮
っ
た
、
こ
か
、
或
は
木
戸
ミ
大
久
保
ミ
圖
・

つ
て
薩
長
二
藩
よ
り
各
十
萬
石
宛
を
業
曝
せ
ん
ミ
し
て
、
之
を
伊

藤
に
諮
っ
た
ミ
か
云
ふ
並
幅
的
の
條
件
を
姑
ら
く
論
外
ε
し
て
考

へ
て
見
る
唱
こ
、
當
階
木
戸
は
國
幣
の
窮
迫
を
患
ひ
て
何
等
か
伊
藤

の
意
見
を
叩
い
た
ε
云
ふ
舶
事
は
電
設
を
通
じ
て
之
を
認
む
る
こ

S
が
出
要
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
ω
の
説
は
比
較
的
事
實
に
近

い
論
で
あ
ら
う
ミ
思
ふ
。
乃
ち
前
に
も
蓮
べ
た
如
く
石
豊
の
占
領

地
獄
納
云
々
の
事
は
伊
藤
公
等
の
記
憶
の
錯
誤
か
ら
起
つ
た
の
は

事
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
で
、
木
戸
は
翠
に
財
政
救
治
策
に
就
き
て
撰

藤
の
意
見
を
叩
い
た
も
の
ミ
見
れ
ば
足
る
の
で
あ
る
。

既
に
木
戸
ミ
伊
藤
の
兵
庫
露
見
を
事
實
ミ
認
る
ε
せ
ば
、
次
ぎ

に
起
る
問
題
は
其
時
期
で
あ
る
。
之
を
元
年
正
月
下
旬
ミ
な
す
設

に
は
聯
首
肯
し
か
ぬ
る
鮎
が
あ
る
。
木
戸
が
入
京
し
た
の
は
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
八
　
（
四
八
）

二
十
廟
鷺
で
あ
っ
て
、
師
陽
石
豊
二
州
の
占
領
地
上
納
の
上
表
を

朝
廷
へ
差
患
た
こ
、
こ
は
前
蓮
の
通
り
で
あ
る
。
爾
來
木
戸
は
滞
京

し
、
同
月
二
十
五
a
に
総
裁
局
顧
問
を
命
ぜ
ら
れ
、
同
二
十
六
、
二

十
七
臼
は
大
久
保
の
大
阪
．
遷
都
問
題
の
評
議
に
忙
殺
せ
ら
れ
て
居

た
事
は
大
久
保
の
爾
記
に
も
明
か
で
あ
る
Q
次
い
で
同
こ
十
八
日

は
石
豊
二
州
占
領
地
獣
納
に
饗
す
る
指
金
の
あ
っ
た
臼
だ
が
是
縫

木
戸
は
其
指
令
書
を
兵
庫
な
る
伊
藤
の
許
へ
贈
っ
た
。
而
し
て
研

藤
か
ら
は
翌
二
十
九
日
夜
の
は
附
を
以
て
、
其
返
書
を
木
戸
に
寄

せ
た
事
は
既
に
前
に
蓮
べ
た
所
で
あ
る
が
、
此
書
翰
の
内
容
に
就

い
て
近
き
頃
木
戸
が
兵
庫
に
行
っ
て
伊
藤
を
訪
ね
た
事
の
あ
っ
た

様
子
は
夏
に
認
む
る
事
が
幾
十
ぬ
。
乏
少
努
の
窮
迫
に
就
い
て
意

見
の
交
換
を
し
た
や
う
の
事
も
な
い
。
主
な
る
事
柄
は
關
東
慮
置

を
急
遽
に
す
る
事
、
人
才
登
庸
の
事
、
外
々
交
際
の
事
、
備
前
兵
、
こ

英
人
亡
の
葛
藤
事
件
、
各
國
公
使
の
参
内
拝
謁
の
事
等
で
、
可
な

り
長
文
に
渉
っ
て
居
る
が
、
財
政
上
に
謝
す
る
も
の
一
こ
し
て
は
、

唯
「
京
臓
近
魅
及
び
四
國
中
尊
邊
幕
府
の
領
地
及
び
諦
侯
の
領
地
等

に
て
残
慮
置
の
穰
米
且
金
銭
等
分
取
奪
領
勝
手
砂
勢
に
御
座
候
慮

從
今
後
朝
廷
の
事
實
は
費
用
不
可
計
、
今
日
よ
り
御
手
を
被
付

置
候
蔚
夫
々
凡
総
會
計
の
虚
に
分
明
に
粗
傭
れ
居
不
垂
雪
は
、
他



観
大
に
當
漉
す
べ
き
三
斜
來
面
面
、
こ
奉
存
候
、
雲
上
｝
大
念
事
務

な
り
」
ミ
あ
る
の
み
で
あ
る
。
是
等
の
事
實
に
糠
っ
て
考
ふ
る
に

元
年
正
月
下
旬
に
於
て
、
木
戸
が
兵
庫
へ
出
向
し
た
形
跡
の
な
い

事
は
略
之
を
想
像
し
得
る
・
こ
患
ふ
。
叉
伊
達
宗
城
の
「
御
手
留
鷺

記
」
に
よ
れ
ば
、
正
月
二
＋
四
日
の
條
に
、
外
國
事
務
総
督
九
る

伊
蓬
は
是
非
木
戸
を
大
阪
に
律
は
ん
ミ
し
た
が
、
三
豊
公
は
木
戸

を
総
裁
局
下
闇
に
任
す
る
か
ら
ε
て
之
を
許
さ
す
。
斯
く
て
二
月

朔
日
に
至
り
、
木
戸
は
燧
に
外
藩
事
務
掛
を
兼
錨
す
る
こ
ミ
・
な

っ
て
、
始
め
て
下
阪
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
二
月
八
日
に
は
最

早
肺
京
し
て
居
た
事
蟹
が
あ
る
か
ら
、
若
し
木
戸
が
樫
藤
－
こ
兵
庫

に
會
古
し
た
隔
こ
せ
ば
即
ち
右
の
下
阪
の
際
で
あ
っ
て
、
二
月
朔
日

以
後
同
八
日
以
前
の
間
で
は
な
か
ら
う
か
。
果
し
て
然
ら
ば
薩
藩

領
土
十
萬
石
獣
納
の
撒
日
前
の
事
に
属
し
、
俳
藤
公
の
實
話
に
符

合
す
る
黙
が
多
い
ミ
臓
ふ
。
尤
も
木
戸
が
版
籍
奉
還
の
建
議
を
三

條
岩
倉
爾
卿
の
許
に
差
出
し
た
の
は
、
伊
藤
、
こ
會
宣
し
て
蹄
京
後

早
々
の
事
で
あ
る
か
、
或
は
薩
藩
領
土
返
献
の
上
表
後
で
あ
る
か

は
全
く
不
明
で
、
何
等
之
を
推
定
す
る
に
足
る
も
の
が
な
い
。

明
の
上
灘
時
代
日
本
人
の
マ
カ
オ
騙
逐
に
就
て

　
十
六
七
世
紀
の
頃
日
本
人
の
マ
カ
オ
に
往
馴
す
る
者
が

多
か
っ
た
事
は
、
近
藤
守
重
の
『
亜
聖
語
聾
賂
』
（
扁
一
　
一
）
に

引
用
せ
る
寛
マ
永
十
九
年
（
一
六
四
二
年
、
明
紫
苧
十
五
年
）

長
崎
李
戸
人
別
帳
に
、
川
崎
や
助
右
衛
門
の
女
房
生
國
高

　
　
　
第
六
巻
　
　
研
　
究

明
の
萬
暦
聴
代
H
本
人
の
二
・
カ
オ
騒
蓬
に
予
て

交
學
博
士
　
矢

野

仁

一

麗
の
も
の
に
て
、
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
年
、
本
暦
三
十

九
年
）
長
崎
へ
來
り
、
天
川
へ
壷
渡
さ
れ
、
切
支
丹
に
な

り
、
元
和
二
年
蹄
淫
し
た
ビ
云
ふ
記
事
、
又
池
本
小
四
郎

ビ
云
ふ
者
の
父
は
生
國
高
麗
の
も
の
に
て
、
幼
に
し
て
長

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
九
　
（
四
九
）


